
青色防犯パトロール申請書類一覧

・ 証明申請書（様式２号）

・ 団体・パトロールの概要（様式３号）

・ 実施者名簿（様式４号）

・ 誓約書（様式５号）

・ 車検証の写し

・ 車両の写真

・ 青色回転灯の仕様書

・ パトロール計画書

・ 免許証等の写し（氏名の字体が確認できる身分証明書）

・ パトロール実施地域の地図

※ 場合によって必要な書類

・ 車両の使用承諾書（実施者名簿に登載している者以外の使用者名義

に係る自動車を使用する場合）

・ 委嘱状の写し（申請団体が県知事等から防犯活動の委嘱を受けた団

体又は県知事等から委嘱を受けた者により構成される団体の場合）

・ 返納届（様式１１号）

・ 証明書の正本（様式１号）（交付済みのもの）

・ 標章（様式６号）（交付済のもの）

・ 実施者証（様式７号）（交付済みのもの）

※ 証明書の正本、実施者証、標章を紛失している場合は、届出先の警

察署にお伝えください。

・ 記載事項変更申請書（様式９号）

・ 証明書の正本（様式１号）（交付済みのもの）

・ 標章（様式６号）（交付済のもの）

・ 実施者証（様式７号）（交付済みのもの）
※ 場合によって必要な書類

・ 委嘱状の写し（申請団体が県知事等から防犯活動の委嘱を受けた団体又は県知

事等から委嘱を受けた者により構成される団体の場合）

※ 証明書の正本、実施者証、標章を紛失している場合は、届出先の警察署にお伝

えください。

青色防犯パトロール

を始めたい

青色防犯パトロール

を終了したい

証明書の記載事項

を変更したい

パトロール実施者

を変更したい

再交付申請

をしたい

団体新規申請

団体返納申請

団体の名称

を変更したい

団体の代表者

を変更したい

使用する自動車

を追加したい

パトロール実施地域

を変更したい

実施者証

を追加したい

実施者証

を返納したい

証明書、実施者証、標章

の再交付申請

（紛失等により）

・ 誓約書（様式５号）

・ 記載事項変更申請書（様式９号）

・ 証明書の正本（様式１号）（交付済みのもの）
※ 場合によって必要な書類

・ 委嘱状の写し（申請団体が県知事等から防犯活動の委嘱を受けた団体又は県知事等

から委嘱を受けた者により構成される団体の場合）

※ 証明書の正本を紛失している場合は、届出先の警察署にお伝えください。

・ 記載事項変更申請書（様式９号）

・ 証明書の正本（様式１号）（交付済みのもの）

・ 車検証の写し

・ 車両の写真

・ 青色回転灯の仕様書
※ 場合によって必要な書類

・ 車両の使用承諾書（実施者名簿に登載している者以外の使用者名義に係る自動車を

使用する場合）

※ 証明書の正本を紛失している場合は、届出先の警察署にお伝えください。

・ 記載事項変更申請書（様式９号）

・ パトロール計画表

・ パトロール実施地域の地図

・ 証明書の正本（様式１号）（交付済みのもの）

・ 標章（様式６号）（交付済のもの）

・ 実施者証（様式７号）（交付済みのもの）
※ 証明書の正本、実施者証、標章を紛失している場合は、届出先の警察署にお伝えく

ださい。

・ 実施者証変更申請書（様式１０号）

・ 従事員名簿（変更申請後の名簿）

・ 免許証等の写し（氏名の字体が確認できる身分証明書）

・ 再交付申請書（様式８号）

・ 証明書の正本（様式１号）（交付済みのもの）

・ 標章（様式６号）（交付済のもの）

・ 実施者証（様式７号）（交付済みのもの）

※ 証明書の正本、実施者証、標章を紛失している場合は、届出先の警

察署にお伝えください。

使用する自動車

を返納したい

使用する自動車の

車両情報

を変更したい

・ 記載事項変更申請書（様式９号）

・ 証明書の正本（様式１号）（交付済みのもの）

・ 標章（様式６号）（交付済のもの）

※ 証明書の正本、標章を紛失している場合は、届出先の警察署にお伝え

ください。

・ 記載事項変更申請書（様式９号）

・ 証明書の正本（様式１号）（交付済みのもの）

・ 車検証の写し
※ 場合によって必要な書類

・ 標章（様式６号）（車両番号を変更する時）

※ 証明書の正本、標章を紛失している場合は、届出先の警察署にお伝えください。

・ 実施者証変更申請書（様式１０号）

・ 従事員名簿（変更申請後の名簿）

・ 実施者証（様式７号）（交付済みのもの）

※ 実施者証を紛失している場合は、届出先の警察署にお伝えください。

パトロール地域以外で

青パトを運行したい

デモンストレーション

申請

・ デモンストレーション申請書（様式１４号）

・ デモンストレーション要請文書の写し

※ 警察から要請を受けて運行する場合は、本申請は不要です。

※ 運行に係る依頼分等があれば、写しを添付お願いします。


